
平成２９年２月１４日
中部地方整備局 高山国道事務所
岐阜県警察本部 飛驒警察署
岐阜県トラック業協会 飛驒支部

スタック対応訓練を実施
～立ち往生は除雪作業・一般交通の妨げになります！～

１．概要

高山国道事務所では、２月１８日 （土）に飛驒警察署・岐阜県トラック協会飛驒支部の協力を得て、
スタック対応訓練を行います。道路上でのスタック（立ち往生車両）は大規模な交通障害を招くだけ
ではなく、除雪作業の妨げにもなります。本訓練を通して、スタック時の対応力向上及び冬装備の
啓蒙活動に繋げます。

２．日 時：平成２９年２月１８日（土）
１１時３０分～１３時３０分

予備日：平成２９年２月１９日（日）

３．場所：国道４１号 堀之内パーキング内
（飛騨市神岡町堀之内 １９６．９ｋｐ）

４．参加機関：
高山国道事務所
岐阜県警察本部 飛驒警察署
岐阜県トラック業協会飛驒支部

５．添付資料：
「訓練実施時間及び実施場所」
「冬の飛騨路をご利用される皆様へ」
ＦＡＸ連絡票

６．配布先：高山記者クラブ
飛騨市記者クラブ

７．問い合わせ先 中部地方整備局 高山国道事務所
副所長（管理） 山腰 隆信（やまこし たかのぶ）
管理第一課長 田中 学（たなか まなぶ）
TEL：０５７７－３６－３８２３ FAX：０５７７－３６－３８４１

平成２７年１月に宮峠で発生したスタック
車両による渋滞の様子

スタック車両が原因で交通障害が発生



訓練実施日時及び実施場所

日 時：平成２９年２月１８日（土） １１：３０～１３：３０
予備日：平成２９年２月１９日（日） １１：３０～１３：３０
場 所 ：飛騨市神岡町堀之内 堀之内パーキング（１９６．９ｋｐ）

ノーマルタイヤで積雪・凍結道
路を運転することは法令違反で
す。（５万円以下の罰金、及び
反則金が課せられます）また、
冬の装備が十分でない車両で積
雪・凍結道路を通行することは
非常に危険です。

冬期の道路をご利用される方は、
冬の装備を万全にし、また走行
中も無理な運転はせず、安全運
転を心掛けて下さい。皆様のご

協力をよろしくお願い致します。

冬の飛騨路をご利用される皆様へ

※出典 平成２８年度 中部地方整備局道路部のチラシより抜粋


